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＜事前予防活動＞ 

 

 

 

 

 

活動組織・団体：国土交通省九州地方整備局 河川部 

 

 

【概要】 

平成 17 年 9 月台風 14 号による大淀川及び五ヶ瀬川流域洪水被害や平成

18 年 7 月梅雨前線による川内川流域洪水被害などを経験する中で、非常時

の情報をいかに分かりやすく迅速に提供するか、提供した情報が住民の避

難行動に活かされるためには、常日頃どうしておくべきか等の課題が浮き

彫りとなった。 

九州地方整備局管轄全ダム 

河川情報を分かりやすく迅速に提供する 

「九州川標
かわしるべ

プロジェクト」の推進 
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九州地方整備局では、これらの課題を解決するために、学識者やマスコ

ミ、ＮＰＯ等からなる「九州川標検討会」を平成 19 年 10 月に設置し、河

川情報の共有のあり方について検討を開始した。平成 21年 3月 6日に提言

「川の安全・安心情報の共有に向けて」がとりまとめられ、この提言を受

けて、河川情報の改善と共有化を図る取り組みを、「九州川標プロジェクト」

として平成 21年度から推進することとした。 
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近年頻繁している洪水被害の中で、特に、平成 18年 7月の川内川流域洪

水被害においては、川内川のほぼ中央に位置する鶴田ダムにおいて、確保

している洪水調節容量では不足する記録的な洪水となり、流入量とほぼ同

量を放流する「計画規模を超える洪水時の操作」に移行した。洪水直後か

ら「浸水被害はダム操作が原因である」といった鶴田ダムへの批判がダム

下流域の被災者の方々などから寄せられた。 

これらの洪水を経験する中で、非常時の情報をいかに分かりやすく迅速

に提供するか、提供した情報が住民の避難行動に活かされるためには、常

日頃どうしておくべきか等の課題が浮き彫りになった。また、ダムの操作

について十分な理解が得られておらず、様々な誤解が生じていることもわ

かった。そのため、これらの課題を解決するために、河川情報の共有のあ

り方についての検討が必要であった。 

 

 

【川内川流域 平成 18年 7月洪水についての新聞記事】 

・南日本新聞 平成 18年 7月 30 日 掲載 
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平成 18 年 7月の川内川流域の洪水等において明らかになった課題の改

善策として、具体的に実践すべき取り組み 8項目を選定し、これを「九州

川標プロジェクト」として推進することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 九州川標プロジェクトの経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 九州川標プロジェクト -8 つの狙い- 

創意・工夫した事項（全般） 

情報発信に関する問題点
●発信者の意図が受信者に的確に伝わっていない
●発信している情報が理解されず、誤解を招いている

情報発信に関する問題点情報発信に関する問題点
●発信者の意図が受信者に的確に伝わっていない
●発信している情報が理解されず、誤解を招いている

河川・ダムに関する情報

発信方法発信方法
●電光表示板
●関係機関通知
●記者発表

・ 等

発信内容発信内容
●日常の情報
●防災情報

（住民や河川利用者の安全・安心に関する情報） 等

近年の甚大な洪水被害
○平成１７年９月台風１４号 → 大淀川や五ヶ瀬川流域
○平成１８年７月梅雨前線 → 川内川流域

近年の甚大な洪水被害
○平成１７年９月台風１４号 → 大淀川や五ヶ瀬川流域
○平成１８年７月梅雨前線 → 川内川流域

「九州川標検討会」
（学識者・報道関係者・河川で活動している住民団体で構成）

提言書「川の安全・安心情報の共有に向けて」

「九州川標検討会」「九州川標検討会」
（学識者・報道関係者・河川で活動している住民団体で構成）（学識者・報道関係者・河川で活動している住民団体で構成）

提言書「川の安全・安心情報の共有に向けて」提言書「川の安全・安心情報の共有に向けて」

九州川標プロジェクト九州川標プロジェクト

情報発信に関する問題点
●発信者の意図が受信者に的確に伝わっていない
●発信している情報が理解されず、誤解を招いている

情報発信に関する問題点情報発信に関する問題点
●発信者の意図が受信者に的確に伝わっていない
●発信している情報が理解されず、誤解を招いている

河川・ダムに関する情報

発信方法発信方法
●電光表示板
●関係機関通知
●記者発表

・ 等

発信内容発信内容
●日常の情報
●防災情報

（住民や河川利用者の安全・安心に関する情報） 等

近年の甚大な洪水被害
○平成１７年９月台風１４号 → 大淀川や五ヶ瀬川流域
○平成１８年７月梅雨前線 → 川内川流域

近年の甚大な洪水被害
○平成１７年９月台風１４号 → 大淀川や五ヶ瀬川流域
○平成１８年７月梅雨前線 → 川内川流域

「九州川標検討会」
（学識者・報道関係者・河川で活動している住民団体で構成）

提言書「川の安全・安心情報の共有に向けて」

「九州川標検討会」「九州川標検討会」
（学識者・報道関係者・河川で活動している住民団体で構成）（学識者・報道関係者・河川で活動している住民団体で構成）

提言書「川の安全・安心情報の共有に向けて」提言書「川の安全・安心情報の共有に向けて」

九州川標プロジェクト九州川標プロジェクト



 5－5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 川の情報の内容を充実させて、役に立つ情報を提供 

住民の避難に役立つ情報を提供するために、水位の予測情報の提供や

携帯電話への警報メールの送信、水位を知らせる警告灯の設置等を行う

とともに、河川情報と避難情報の統合や情報内容の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 水位を知らせる警告灯のイメージ 

創意・工夫した事項（1） 
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（２） 「危険度レベル」を用いて、水位の情報を分かりやすく提供 

河川の水位の状態を分かりやすく伝えるために、危険度レベルを示す

水位標を河川内（橋脚・護岸など）に設置し、危険度レベルを用いて河

川の水位情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4  危険度レベルを示す水位標識の設置 

創意・工夫した事項（2） 
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（３） 治水施設の機能や稼働情報を分かりやすく提供 

危機管理意識の向上につなげるために、堤防やダム、ポンプ場等の治

水施設の機能とその限界について模型等を用いて分かりやすく地域に

説明する。また、洪水時における施設の操作情報を分かりやすく提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 治水施設の機能を知ってもらうための取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 電光掲示板による情報提供の工夫（鶴田ダム） 

創意・工夫した事項（3） 
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（４） 非常時の情報が行動につながるように、基礎情報を普及 

非常時の情報が避難行動につながるように、市町村と連携して地域単

位の「水防災勉強会」等を実施し、水防災に関する基礎情報の普及を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 水防災勉強会等の実施状況 

創意・工夫した事項（4） 
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（５） ＮＰＯ等と連携して、水防災に関する知識を普及 

自助・共助による防災体制を構築するために、防災に精通するＮＰＯ

等と連携して水防災教育を推進し、防災知識の普及を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8  ＮＰＯ等と連携した水防災教育推進のイメージ 

 

創意・工夫した事項（5） 
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（６） 関係機関と連携して、情報提供手段を拡充 

情報が迅速確実に伝達されるために、使い慣れているテレビ（地上デ

ジタル放送やテロップによる情報提供）や市町村が有する防災無線から

河川情報を提供できるように関係機関と連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9  テレビを通じた河川情報提供のイメージ 

 

創意・工夫した事項（6） 
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（７） 情報の伝わり方を点検して改善 

わかりやすく使いやすい情報にするために、住民による河川情報モニ

ター（川の情報ご意見番）を配置して情報の伝わり方等を点検し、改善

を重ねる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10  河川情報モニター（川の情報ご意見番）のイメージ 

 

創意・工夫した事項（7） 
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（８） わかりやすい「川の標識」へ改善 

わかりやすく理解しやすい「川の標識（看板）」にするために、標識

のデザインや基本仕様を統一して改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11  河川標識（看板類）の改善イメージ 

 

創意・工夫した事項（8） 
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「九州川標プロジェクト」を推進していく上で、特にダムにおいては、

図-12 のような事項に取り組んでいる。この中で模型等によりダム機能

の説明を受けた方から以下のような意見が寄せられた。 

○ 洪水時の水の流れがわかり、ダムの効果が理解できた。 

○ダムの機能そのもののイメージがつかめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-12 九州川標プロジェクト（ダムにおける取り組み） 

 

 

 

 

 

 

 

図-13 模型等によるわかりやすいダム機能の説明 

創意・工夫により得られた効果 

○ダム下流住民との意見交換

○模型等によるわかりやすいダム機能の説明

○情報表示板表示内容の見直し

○ダム用語の見直し

○報道機関との勉強会

○情報を「もっとわかりやすく使いやすくする」
ための取り組み

ダムにおける取り組み

ダム洪水調節の仕組みについて 

住民の理解が促進されるよう、 

模型を活用して説明を実施。 
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① 平成 21 年 6 月から開催している九州地整の各事務所職員で構成する

「川標プロジェクトリーダー会議」を今後も継続的に開催し、各事務

所の取り組み方針・状況等を相互に確認していく。 

 

② 学識者やマスコミ、ＮＰＯ等からなるフォローアップ検討会（仮称）

を設置して、取り組み結果を評価し、逐次改善を重ねて効果的な取り

組みとなるように努めていく。 

 

③  本プロジェクトの推進にあたっては、県や市町村等の関係機関と緊密

な連携を図る。  

  

今後の展開 


